
 年金の支給開始年齢について    

老齢基礎年金（国民年金）

職域年金相当部分 職域加算額

退職共済年金 老齢厚生年金

老齢基礎年金（国民年金）

職域加算額 職域加算額+年金払い退職給付

老齢厚生年金

職域加算額 職域加算額+年金払い退職給付

老齢厚生年金

老齢基礎年金（国民年金）

職域加算額 職域加算額+年金払い退職給付

老齢厚生年金

老齢基礎年金（国民年金）

職域加算額
職域加算額+年金払い退職給付

老齢厚生年金

老齢基礎年金（国民年金）

職域加算額+年金払い退職給付

老齢厚生年金

老齢基礎年金（国民年金）

6１歳 6２歳 6３歳 6４歳 6５歳

※「職域加算額」は、平成２７年１０月前の組合員期間に応じて支給されますので、この期間がない方には支給されません。 
※「職域年金相当部分」は「職域加算額」と名称が変わりますが、支給額は変わりません。 
※「年金払い退職給付」は、生年月日に関わらず６５歳からの支給となります。 

昭和２８年４月２日から 
昭和２９年10月１日まで 

昭和２９年１０月２日から 
昭和３０年４月１日まで 

昭和３０年４月２日から 
昭和３２年４月１日まで 

昭和３２年４月２日から 
昭和３４年４月１日まで 

昭和３４年４月２日から 
昭和３６年４月１日まで 

昭和３６年４月２日以降 

（受給権発生年度：平成２６年～平成２７年度） 

（受給権発生年度：平成２９年～平成３０年度） 

（受給権発生年度：平成３２年～平成３３年度） 

（受給権発生年度：平成３５年～平成３６年度） 

（受給権発生年度：平成３８年度以降） 

（受給権発生年度：平成２７年度） 

生年月日 


